
東久留米市教育委員会訓令乙第１号 

 

東久留米市立中学校拠点校部活動実施要綱を次のように定める。 

 

  令和７年２月２６日 

 

東久留米市教育委員会教育長 片柳 博文 

 

   東久留米市立中学校拠点校部活動実施要綱 

 （目的） 

第１ この要綱は、学校、地域及び保護者の理解と協力を得ながら、東久留米市立中学校に在籍

する生徒（以下、「生徒」という。）の文化及びスポーツにおける多様なニーズに応え、拠点校

方式による部活動（以下「拠点校部活動」という。）の実施に必要な事項を定めることを目的と

する。 

 （事業主体及び実施主体） 

第２ 事業主体は、東久留米市教育委員会（以下、「教育委員会」という。）とし、実施主体は、

東久留米市立中学校とする。 

 （参加できる生徒） 

第３ 拠点校部活動に参加できる生徒は、次の各号に該当する生徒とする。 

（１） 在籍する学校（以下、「在籍校」という。）に拠点校部活動で開設された部活動がない

生徒。 

（２） 拠点校部活動の実施校（以下、「拠点校」という。）の部活動方針に従って活動すると

ともに、活動中は拠点校の指導に従うことに同意した生徒のうち、在籍校の校長（以下、

「在籍学校長」という。）が受理を認めた生徒。 

（３） 拠点校の校長（以下、「拠点学校長」という。）が入部を受理した生徒。 

（４） 拠点校への移動に教師の引率を必要としない生徒。 

 （入部・退部手順） 

第４ 拠点校部活動への入部・退部手順は、次のとおりとする。 

２ 入部を希望する生徒及び保護者は、拠点校部活動入部届（様式第１号。以下、「入部届」とい

う。）を在籍学校長に提出する。 

３ 入部届の提出を受けた在籍学校長は、入部届をとりまとめた上、拠点校部活動依頼書（様式

第２号。以下、「依頼書」という。）を作成し、拠点学校長に提出する。この際、入部届の写し

を添付する。 

４ 拠点学校長は、依頼書及び入部届の写しの内容を確認するとともに、拠点校部活動実施届（様

式第３号。以下「実施届」という。）を教育委員会に提出する。 

５ 教育委員会は実施届の内容を確認し、拠点学校長に拠点校部活動実施受理票（様式第４号。

以下「実施受理票」という。）を送付して拠点校部活動の実施を受理する。 

６ 拠点学校長は、実施受理票の写しを依頼書を提出した学校に送付することで入部を受理する。 



７ 拠点校部活動を退部することを希望する生徒及び保護者は、拠点校部活動退部届（様式第５

号。以下「退部届」という。）を在籍学校長に提出する。在籍学校長は、退部届の写しを拠点学

校長に提出し、拠点学校長は退部届が提出されたことを教育委員会に報告する。 

 （拠点校部活動への入部期間） 

第５ 在籍学校長が受理を認めた日から当該日の属する年度の末日又は、生徒及び保護者が退部

届を在籍学校長に提出した日までとする。 

 （拠点校部活動への参加） 

第６ 拠点校部活動への参加については、次のとおりとする。 

（１） 移動に係る経費は保護者の負担とし、保護者の責任において対応する。 

（２） 拠点校部活動を欠席する際は、原則として保護者が拠点校の顧問へ連絡する。 

（３） 拠点校部活動と在籍校での学習活動等が重なった場合は、在籍校の学習活動等を優先

する。 

 （在籍校及び拠点校の連携） 

第７ 在籍校及び拠点校は、拠点校部活動に所属する生徒の部活動への出欠席についての連絡担

当者を定め、生徒の出欠状況について密に連絡をとる。 

２ 在籍校は、拠点校に対し、生徒の健康面での配慮事項や部活動を指導する上で参考となる事

項等の必要な情報を提供する。 

 （大会参加） 

第８ 大会等への参加に当たっては、大会要綱等に従う。 

２ 大会等への参加に当たっての事務は、拠点校が行う。 

 （事故への対応） 

第９ 拠点校への移動、拠点校から自宅への下校及び拠点校での部活動中における事故対応や生

徒指導は原則拠点校が行い、必要に応じて在籍校と連携して対応する。 

２ 移動中及び活動中の事故等に関する独立行政法人日本スポーツ振興センターへの請求手続等

は、在籍校が行う。 

 （生徒及び保護者への周知等） 

第１０ 教育委員会及び東久留米市立中学校は、拠点校部活動について、市民、児童・生徒及び

保護者に周知する。 

 （その他） 

第１１ 本事業を実施する上で疑義や変更が生じた場合、教育委員会及び東久留米市立中学校長

会双方の協議の上で決定する。 

第１２ この要綱に定めるもののほか、拠点校部活動の実施に関する必要な事項は、

教育長が別に実施要領を定める。  

  付 則 

１ この訓令は、令和７年２月２８日から施行する。 

 



様式第１号（第４関係） 

令和   年   月   日 

東久留米市立     中学校長 殿 

 

東久留米市立      中学校 

在 籍 学 級  

生 徒 氏 名 

保護者氏名 

 

拠点校部活動入部届 

 

東久留米市立中学校拠点校部活動実施要綱第４の規定に基づき、拠点校部活動に入部を届

け出るとともに、拠点校の部活動方針及び内容等に同意します。 

 

１ 入部を希望する部活動及び拠点校への移動手段 

（１） 東久留米市立（      ）中学校にて行う（            ）部 

（２） 移動手段：（ 徒歩  公共交通機関  自転車※  保護者による送迎 ） 

該当箇所に〇をつける。 

※自転車を選択した場合は保険に加入しヘルメットの着用を推奨します。 

２ 同意事項 

（１） 私は拠点校部活動の活動方針及び内容等に同意したので、入部を希望します。 

 

生徒氏名（ふりがな）（自筆）             （           ） 

（２） 私は拠点校部活動の活動方針及び内容等に同意した上、子供に遵守させるとともに、

部活動の指導上必要となる情報を拠点校に提供します。 

 

保護者氏名（ふりがな）（自筆）            （           ） 

保護者連絡先（      ）       －             



様式第２号（第４関係）  

 

第 号 

  年 月 日 

 

東久留米市立     中学校長 殿 

 

東久留米市立    中学校 

校長 

（公印省略） 

 

 

拠点校部活動依頼書 

 

 

東久留米市立中学校拠点校部活動実施要綱第４の規定に基づき、下記の生徒が貴校の拠点

校部活動（            部）に入部することを認め、実施を依頼いたします。 

 

記 

 

入部届出生徒一覧 

No 学校名 学年 組 生徒氏名（ふりがな） 移動手段 

例 久留米中学校 １ １ 東 るるめ（ひがし るるめ） 徒歩 

１      

２      

３      

４      

５      

 

 

 

 

 

 

合計      人 

 



様式第３号（第４関係） 

 

第  号 

 年 月 日 

 

東久留米市教育長 殿 

 

                       東久留米市立   中学校 

校長 

（公印省略） 

 

拠点校部活動実施届 

 

東久留米市立中学校拠点校部活動実施要綱第４の規定に基づき、下記の生徒にて本校の拠

点校部活動（              部）を実施することを受理したため、実施を届

け出いたします。 

 

記 

 

No 学校名 学年 組 生徒氏名（ふりがな） 移動手段 

例 久留米中学校 １ １ 東 るるめ（ひがし るるめ） 徒歩 

１      

２      

３      

４      

５      

６      

７      

８      

９      

10      

11      

12      

13      

14      

15      



合計     人 

様式第４号（第４関係） 

 

第  号 

 年 月 日 

 

東久留米市立    中学校長 殿 

 

                       東久留米市教育長 片柳 博文 

（公印省略） 

 

 

拠点校部活動実施受理票 

 

 

  年  月  日付    第  号で届け出のあった拠点校部活動の実施について、

下記のとおり受理したので通知します。 

 

記 

 

事 業 名 東久留米市立中学校拠点校部活動 

学 校 名 中学校 

実 施 す る 部 活 動 部 

参 加 す る 生 徒 の 人 数 名 

 



様式第５号（第４関係） 

 

令和  年   月   日 

 

東久留米市立   中学校長 殿 

 

東久留米市立    中学校 

在 籍 学 級  

生 徒 氏 名 

保護者氏名 

 

 

拠点校部活動退部届 

 

 

東久留米市立中学校拠点校部活動実施要綱第４の規定に基づき、下記の拠点校部活動を退

部いたします。 

 

記 

 

退部する部活動 

 

東久留米市立     中学校にて行う             部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


